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事 務 所 だ よ り  

 
 

平成３１年 ５月号 

 

～平成 31年度は新しいコースが追加されました！～ 

厚生労働省の人材確保等支援助成金は、人事評価制度を整備したり、生産性向上につ

ながる設備を導入したりなど、職場環境の改善に役立つ取組を支援する助成金です。 

♪今まで以下 6つのコースがあり、平成 31年度より 7コース目が追加されました♪ 

１．雇用管理制度助成コース   助成額：57万円 ※生産性要件を満たした場合は 72万円 

評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度の整備を支援します。 

２．介護福祉機器助成コース 

介護労働者のために介護福祉機器の導入を行った場合、その費用を助成します。 

(1)機器導入助成・・・助成率：25%  上限額：150万円 

(2)目標達成助成・・・助成率：20% ※生産性要件を満たした場合は 35% 上限額：150万円 

３．介護・保育労働者雇用管制度助成コース 

 介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を支援します。 

(1)制度整備助成・・・助成額：50万円 

(2)目標達成助成（第 1回）・・・助成額：57万円※生産性要件を満たした場合は 72万円 

(3)目標達成助成（第 2回）・・・助成額：85.5万円※生産性要件を満たした場合は 108万円 

４．中小企業団体助成コース 

事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援した場合に助成します。 

(1)大規模認定組合等（構成中小企業者数 500以上）・・・上限額：1,000万円 

 (2)中規模認定組合等（構成中小企業者数 100以上 500未満）・・・上限額：800万円 

(3)小規模認定組合等（構成中小企業者数 100未満）・・・上限額：600万円 

５．人事評価改善等助成コース 

 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度の整備を支援します。 

(1)制度整備助成・・・助成額：50万円  (2)目標達成助成・・・助成額：80万円 

６．設備改善等支援コース 

生産性向上に資する設備などを導入することによ 

り、賃金アップなどの雇用管理改善と生産性向上 

を図る企業を支援します。 

７.働き方改革支援コース ※平成 31年度に新設 

働き方改革のために人材を確保することが必要な 

中小企業が新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用 

管理改善を達成した場合に助成を行います。助成 

額などの詳しい要件はこれから発表される予定です。これから働き方改革関連で積極的に策を講じる 

予定の企業様にとっては、特に注目すべき助成金となるでしょう。 
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新元号が「令和」に決定しました！ 

5月 1日に元号が「令和」になることに伴い、社会保険等の各種様式が変更なります。

その改元後の新様式に関する情報が、協会けんぽより発表になりました。発表によると、

新元号に対応した各種申請書の様式の作成は現在進められており、2019年 5月末頃にホ

ームページに掲載される予定となることです。なお、2019年 5月以降も、新元号が記載

されていない現行様式による届出も可能としています。この旧様式を 2019年 5月以降

の期間について、届出する場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ（訂正印不要）、届出でる

ように周知しています。 

 

 

 

 

お遍路にて～第 148回～  働き方改革シリーズ（５）（とりあえず最終回） 

働き方改革法の要点整理 

一 「時間外労働・休日労働に関する協定届（３６協定）」重要性が増大 

（１）労働者代表者の選出方法 全員参画して民主的に選んだという書証を残すこと。 

（２）会社が人選したり管理職が選ばれたりでは３６協定自体が無効になる。会社が一般職（ジュニア

クラスの職制は可）の社員を推薦し、それに対する信任を全員が参画して過半数の信任を得た場合

は大丈夫です。（必ず書証を残す） 

（３）時間外労働の上限規制 大企業 2019 年 4 月 1 日 中小企業 2020 年 4 月 1 日以降に対象期間が

始まる 36協定より罰則適用  

①原則 月４５時間、年間３６０時間 

②特別条項を結ばなくとも、月８０時間、年間９６０時間（但し、テクニック必要） 

二 年次有給休暇の年間５日は強制付与 

  夏期休暇や年末年始休暇の一部を勤務日にして、それを法定の年次有給休暇日数に特別休暇として

加算して与えると解決します。 

三 中小企業も６０時間超の時間外労働の割増率が 2023年 4月 1 日より、５割以上の割増賃金支払わ

なければなりません。 

 

四 中小企業には 2020 年 4 月より、正規と非正規社員の不合理な待遇差を解消する為の法律が施行さ

れますが、それ以前に、就業規則、給与規程の改定作業は必要です。出来合いのものやネットのサン

プルの類では、到底会社を守れません。均等待遇・均衡待遇という判断基準が示された以上、会社の

考え方に沿い、実態に合った規程に整備する必要があり、待遇の差について説明出来る

ようにしておく必要があります。 

 

これまで５回に亘り、働き方改革法について説明して来ました。 

次回以降、再開したお遍路についてお話していきたいと思います。 


